
会   議   録 

会議の名称 令和６年度第２回あま市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 
令和７年１月２７日（月） 

午後２時００分 から 午後２時４０分 まで 

開 催 場 所 あま市役所 ３階 庁議室 

 

 

会 議 内 容 

 

 

１ 市長あいさつ 

２ 会長の選出 

３ 議題 

 ⑴ 令和７年度国民健康保険事業費納付金等の本算定結果等について 

 ⑵ あま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）について 

４ その他 

 

会 議 資 料 

 

○次第 

○委員名簿 

○配席図 

○令和７年度国民健康保険事業費納付金等の本算定結果等について 資料１ 

○あま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）について 資料２ 

概要、改正文、新旧対照表 

○関係用語・定義集 

公開・非公開の別  公開 

傍聴人の数  ０人 

出 席 委 員 
鈴木委員、横井委員、伊藤委員、下方委員、渡邉委員、笹山委員、 

木村委員、井村委員、濱島委員、福池委員 

欠 席 委 員  なし 

事 務 局 

【市民生活部】 

 長谷川部長 

【保険医療課】 

寺澤課長、後藤主幹、近藤主幹、澤田課長補佐、山田課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会議の経過（議事概要） 

事 務 局 

令和６年度第２回あま市国民健康保険運営協議会を開催いたします。 

本日の協議会は、あま市審議会等の会議の公開に関する要綱第３条の規定

により、公開で開催いたします。また、同要綱第７条の規定により、本日の

協議会終了後、会議録を作成し市公式ウェブサイトに会議録等を掲載いたし

ます。 

会議次第に添って進めます。 

始めに、村上市長から、ごあいさつを申し上げます。 

市 長 【市長あいさつ】 

事 務 局 
委員の交代がございましたので、ご紹介いたします。 

公益を代表する委員として、木村考志委員でございます。 

事 務 局 

次第２会長の選出に移ります。 

前会長の山田委員の辞職に伴い、新たな会長の選出が必要となります。 

協議会の会長は、国民健康保険法施行令第４条第１項に「公益を代表する

委員の中から選出する」と規定されています。 

公益を代表する委員は、木村委員、井村委員、濱島委員となりますので、

３名の委員からご選出をお願いいたします。 

横 井 委 員 山田会長の後任委員である木村委員を推薦します。 

事 務 局 木村委員とのご推薦がございました。委員の皆様、ご異議ございませんか。 

 【異議なし】 

事 務 局 木村委員、協議会の会長をお願いできますか。 

木 村 委 員 【承諾】 

事 務 局 
あま市国民健康保険運営協議会の会長に、木村委員が選出されました。 

木村会長から、ごあいさつをお願いいたします。 

会 長 【会長あいさつ】 

事 務 局 市長におきましては、これをもちまして退席とさせていただきます。 

市 長 【退席】 

事 務 局 

本日の協議会は、委員全員のご出席があり、あま市国民健康保険運営協議

会規則第６条に規定する定足数に達し成立しています。 

以降の進行につきましては、木村会長にお願いいたします。 

会 長 
次第３議題（１）「令和７年度国民健康保険事業費納付金等の本算定結果等

について」を議題とします。 

事 務 局 【議題（１）について説明】 

伊 藤 委 員 
令和 10 年度までに一般会計からの繰入金を解消するため、具体的にどの

ような取組みを行っていますか。 

  



事 務 局 

国保財政の安定的な運営や保険料（税）水準の完全統一を進めるうえで、

一般会計からの繰入金を解消することは、大変重要となります。 

一般会計からの繰入金解消には、税率改定と賦課した税額を徴収する収納

率の向上が重要です。 

税率改定は、本協議会にて審議を重ねています。 

また、収納率の向上に向け、現年のみの滞納者に対して、「国民健康保険税

の口座振替の勧奨」や「電話及び通知による納付勧奨」などを行う予定をし

ています。 

鈴 木 委 員 
新税率（案）では、後期高齢者支援金等分と介護納付金分に変更がないの

はなぜですか。 

事 務 局 

国民健康保険税は、保険給付に充てる医療給付費分、後期高齢者医療制度

への拠出金に充てる後期高齢者支援金等分、介護保険料に充てる介護納付金

分からなります。 

令和７年度納付金の増額は、１人当たりの保険給付費が伸びていることが

要因であるため、令和７年度の新税率（案）では、医療給付費分のみの改定

としています。また、県が示すあま市標準保険税率と現行の後期高齢者支援

金等分及び介護納付金分の税率との差異が小さいことも、理由の一つとなり

ます。 

会 長 

次第３議題（２）「あま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）

について」を議題とします。議題（２）は、市長の諮問事項となりますので、

ご審議のほどよろしくお願いします。 

事 務 局 【議題（２）について説明】 

会 長 
委員の皆様にお諮りします。 

当局案を承認することにご異議ございませんか。 

 【異議なし】 

会 長 

「異議なし」と認めます。「あま市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例」については、当局案のとおり承認し、「承認」の答申書を提出いたします。 

次第４「その他」に移ります。委員の皆様や事務局から、ご意見やご報告

等はございませんか。 

事 務 局 【普通徴収の納期の見直しについて報告】 

会 長 これをもちまして本日の協議会を終了します。 

【開始時間 午後２時００分】 

【終了時間 午後２時４０分】 

 

 

 

 

 

 

 

 



上記の会議録が、令和７年１月２７日に開催された、令和６年度第２回あま市国民健康保

険運営協議会の記録に相違ないことを証明するために署名する。 

 

令和７年１月２７日 

 

あま市国民健康保険運営協議会 

 

会    長   木 村 考 志 

    

議事録署名者   横 井 広 光 

    

議事録署名者   濱 島 玲 子 


